
○不法滞在者（不法入国者、不法残留者）が働いてお金を稼ぐ
こと。
○働く資格がない外国人が、許可なく働いてお金を稼ぐこと。

令和６年１２月１２日より、大麻の規制に関する改正法が施行さ
れ、大麻が麻薬と位置づけられたことにより、大麻の施用も規制
されることとなりました。
大麻は持っていても、使っても犯罪です。
薬物に関われば、人生は壊れてしまいます。
薬物乱用のない社会を作りましょう。

急増する若者の大麻乱用

覚醒剤・大麻等薬物乱用の防止


